五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務公募型プロポーザル実施要領

令和８年６月２２日
五ヶ瀬町企画課

１　趣旨
　　本要領は、五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務（以下「本業務」という。）を委託するにあたり、契約候補者を公募型プロポーザル方式により選定するため、必要な事項を定めるものとする。

２　目的
　　本町では、平成１９年よりコミュニティバスを運行しているが、人口減少や少子高齢化の進行に伴い、利用者の減少や運転士不足が課題となっている。また、中山間地域特有の地理的条件により、既存の公共交通ではまかなうことができない交通空白地域が存在しており、その解消が求められている。
　　本業務では、既存のコミュニティバスを補完する新たな移動手段として公共ライドシェアの導入を検討し、実証運行を通じて利用ニーズや事業効果を検証・分析し、本町における持続可能な公共交通の在り方を提案・提示することを目的とする。
　
３　業務の概要
（１）業務名
　　　五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務
（２）業務内容
　　　別紙「五ヶ瀬町公共ライドシェア実証運行支援業務委託仕様書」（以下、「仕様書」という。）のとおりとする。なお、仕様書内で規定された業務の内容は、本業務の検討に必要と思われる事項を示したものであり、仕様書に記載のない事項についての提案を妨げるものではない。
（３）委託期間
　　　契約締結日の翌日から令和９年２月２８日まで
　　　（ただし、受託金の請求については令和９年２月１０日までに行うこと）
（４）提案上限額
　　　１２，５００，０００円（消費税及び地方消費税を含む。）
（５）選定方法
　　　公募型プロポーザル方式

４　参加資格
　　参加申込をする者は、次に掲げる要件を全て満たしていなければならない。
（１）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に該当しないものであること。
（２）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生開始の申立て、民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立て、または破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立てがなされていないもの。ただし、会社更生法に基づく更生手続開始または民事再生法に基づく再生手続開始の決定を受けているものは、申立がなされていないものとみなす。
（３）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団又は同条第６号に規定する暴力団員と関係がないこと。
（４）国及び地方公共団体等からの指名停止の措置を受けていないこと。
（５）プレゼンテーション実施日までに令和８・９年度五ヶ瀬町入札参加資格審査申請書を提出済みであること。
（６）国税及び地方税に滞納がないこと
（７）過去５年間（令和３年度から令和７年度）において、国又は地方公共団体からの発注によって、本件業務と類似業務（公共交通に関する検討又は運行に関する業務、実証運行又は本格運行）の履行実績があること。

５　スケジュール
　　本プロポーザルの実施スケジュールは、下表のとおりとする。

	№
	内容
	期日

	１
	公募開始日
	令和８年６月２３日（火）

	２
	参加表明書類の提出期限
	令和８年６月３０日（火）17時まで

	３
	参加資格確認結果の通知
	令和８年７月　３日（金）

	４
	質問票の提出期限
	令和８年７月１０日（金）17時まで

	５
	質問に対する最終回答
	令和８年７月１４日（火）

	６　
	企画提案書類の提出期限
	令和８年７月２３日（木）17時まで

	７
	プレゼンテーション審査
	令和８年７月２７日（月）

	８
	審査結果の公表
	令和８年７月２８日（火）

	９
	契約締結
	令和８年８月上旬予定



６　質問の受付及び回答
　　本プロポーザルに関する質問及び回答は、次のとおり行うものとする。
（１）質問することができるもの
　　　「４　参加資格」の要件を満たしているもので、参加表明書類を提出したもの、あるいは提出する意思のあるものとする。
（２）受付期間
　　　令和８年６月２３日（火）～令和８年７月１０日（金）17時まで
（３）質問方法
　　　質問書（様式第１号）を使用し、「12　書類提出及び連絡先」宛に電子メールにて提出すること。なお、提出後には必ず電話にて受信確認を行うこと。　　
（４）回答方法
　　　提出された質問への回答は、質問者の情報を伏せ、随時、町ホームページにて公表する。最終回答は、令和８年７月１４日（火）までに掲載を行う。
[bookmark: _GoBack]
７　参加申し込み及び企画提案書の提出
　　「４　参加資格」を満たし本業務への参加を希望する者は、募集要領、仕様書及び関係法令等の各規定を理解したうえで、下記の必要書類を提出すること。
（１）参加表明書類
	№
	書類名称
	提出期限（必着）
	様式

	１
	誓約書
	令和８年６月３０日（火）
午後５時まで
	様式第２号

	２
	参加表明書
	
	様式第３号

	３
	会社概要書
	
	様式第４号

	４
	業務実績書
	
	様式第５号

	５
	担当者経歴書
	
	様式第６号



（２）企画提案書類
	№
	書類名称
	提出期限（必着）
	様式

	６
	企画提案書
	令和８年７月２３日（木）
　　　　　　午後５時まで
	任意様式 

	７
	業務体制調書
	
	

	８
	見積書
	
	



（３）提出部数
　　ア　正本（上記提出書類１～８）　各１部
　　イ　副本（上記提出書類６～８）　各８部
（３）提出方法
　　　「12　書類提出及び連絡先」宛に、持参又は郵送により提出すること。なお、郵送については、受け取り日時及び配達されたことが証明できる方法によることとし、提出期限内に到着したものに限り受け付ける。

８　企画提案書の内容及び留意事項
（１）内容
	記載事項
	内容に関する留意事項

	１　類似業務の実績
	「４　参加資格」（７）に記載のある類似業務実績について、業務内容・基本的な考え方と進め方・実施後の成果（導入した交通手段の利用実績や利用者満足度等）について記載すること。

	２ 実施手順の提案
	以下の業務内容ついての考え方や実施手法について提案すること。なお、詳細については、別紙「仕様書」の「３　業務の内容」を参照のこと。
【業務内容】
１　コミュニティバスの利用状況や町内の移動需要の調査・分析
２　公共ライドシェア実証運行計画の作成
３　関係団体及び交通事業者との合意形成に向けた支援
４　実証運行に向けた運営体制の構築支援
５　広報資料・チラシの作成並びに住民説明会の開催支援
６　実証運行期間中の運営支援及び運行改善に関する助言
７　利用実績や利用者アンケート等を活用した効果検証・分析
８　実証運行結果及び今後の方向性を取りまとめた報告書の作成

	３　施策提案
	本事業により、単に新たな交通モードの実証運行計画を作成するだけではなく、利用者満足度の上昇、利用者数並びに収益増加を図るために考えられる施策展開について提案すること。

	４　想定スケジュール
	本業務委託全体の想定スケジュールを具体的に記載すること。

	５　実施体制
	本業務の実施体制について記載すること。
業務責任者・担当者の役割分担について明確に記載するとともに、それぞれの類似業務の実績について記載すること。

	６　参考見積書
	本業務に係る経費の合計金額及び内訳を記載した参考見積書を提出すること。（消費税及び地方消費税を含む）




（２）留意事項
企画提案書については、１社１案とし、体裁は以下のとおりとする。
・記載にあたっては、任意の様式とする。
　　・Ａ４判両面印刷とし、表紙を除いて１５枚（３０ページ）以内とする。
　　・Ａ３判の資料は片面印刷とし、Ａ４サイズにゼット折とする。
　　　なお、Ａ４判２ページ分としてカウントする。
　　・文字サイズの制限はないものとする。　

９　審査
　　本事業に係る審査については、次の通り実施するものとする。
（１）評価方法
　　　参加申込書を提出した事業者のうち、参加資格要件をすべて満たすと認められた事業者について、企画提案書等の提出書類及びプレゼンテーションの内容を総合的に審査するものとする。審査については、「五ヶ瀬町総合交通対策運営委員会」において評価基準に基づき採点することとする。
（２）契約候補者の選定
　　　各選定委員の評価点を合計した結果、最も得点の高い事業者を第１位の契約候補者として選定する。また、次に得点の高い事業者を第２位の契約候補者として選定する。評価点の合計が最も高い事業者が２者以上ある場合は、見積金額が最も低い事業者を上位の契約候補者として選定する。
　　　なお、各選定委員の評価点の合計を選定委員数で除した平均点が60点を超えない場合は、契約候補者を選定しないものとする。
（３）審査結果の通知・公表
　　　審査結果については、令和８年７月２８日（火）に町ホームページにて公表する。なお、審査結果に関する内容等については公表しないものとする。
（４）企画提案者の失格
企画提案者が次のいずれかに該当する場合は、失格とする。
ア　「４　参加資格」に定める要件を満たさなくなった場合
イ　提出書類に虚偽の記載があった場合
ウ　提出期限、提出先又は提出方法に適合しない提出があった場合
エ　提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されていない場合
オ　見積書の金額が提案上限額を超えている場合
カ　審査の公平性を害する行為があった場合
キ　企画提案者が契約を履行することが困難と認められる状態に至った場合
ク　その他、著しく信義に反する行為があった場合
（５）制約事項
　　ア　提出書類の作成及び提出に要する一切の費用は、提案者の負担とする。
　　イ　提出された書類は、契約候補者の選定以外の目的には使用しない。ただし、情報公開請求があった場合は、関係法令等に基づき取り扱うものとする。
　　ウ　提出された書類は、契約候補者の選定に必要な範囲において複製することがある。
　　エ　提出期限後の提出書類の変更、差替え又は再提出は認めない。ただし、町が必要と認める場合又は提出期限内における変更、差替え若しくは再提出については、この限りでない。
　　オ　提出された書類は、返却しない。
　　カ　町は、必要に応じて提案者に対し、提出書類の内容について説明又は補足資料の提出を求めることがある。
　　
10　辞退
　　参加申し込み後に辞退をする場合は、速やかに「辞退届（任意様式）」を提出すること。町が辞退届を受理した時点で参加資格を失うものとする。
　　なお、辞退届の提出にあたっては、事前に「12　書類提出及び連絡先」に電話連絡のうえ、郵送又は電子メールにより提出すること。

11　契約に関する基本事項
　　契約候補者と本町が協議し、詳細な業務内容の確認及びその他受託条件について合意に達した後、随意契約を締結する。契約にあたっては、基本仕様書で示した業務内容を遵守するとともに、提案された内容を基本とする。

12　書類提出及び連絡先
　　五ヶ瀬町役場　企画課　企画政策係
　　〒882-1295　
宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町大字三ヶ所1670　
　　電話：0982-82-1717　　ＦＡＸ：0982-82-1720
　　メール：kikakuseisaku@town.gokase.miyazaki.jp
　　受付時間：午前９時～午後５時まで
2

